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〇
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性

及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第

三
十
六
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
医
薬
品

（
同
三
二
）

掣

〇
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性

及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施

行
規
則
第
百
五
十
九
条
の
十
八
の
六
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
る
数
量
（
同
三
三
）

〔
そ
の
他
告
示
〕

〇
国
会
議
事
堂
等
周
辺
地
域
及
び
外
国
公
館

等
周
辺
地
域
の
静
穏
の
保
持
に
関
す
る
法

律
の
規
定
に
よ
り
、
政
党
事
務
所
周
辺
地

域
を
指
定
す
る
件
（
総
務
四
〇
）

掣

〇
特
定
国
外
派
遣
組
織
を
指
定
す
る
件

（
同
四
一
）

〇
保
安
林
の
指
定
を
す
る
件

（
農
林
水
産
一
五
七
〜
一
六
四
）

掤

〇
信
号
符
字
を
点
附
し
た
件

（
国
土
交
通
二
六
七
）

接

〇
信
号
符
字
を
取
り
消
し
た
件
（
同
二
六
八
）

〇
船
舶
国
籍
証
書
を
無
効
と
し
た
件

（
同
二
六
九
）

〇
船
舶
国
籍
証
書
が
無
効
と
な
っ
た
件

（
同
二
七
〇
）

〇
水
先
人
に
免
許
を
与
え
た
件
（
同
二
七
一
）

〔
叙
位
・
叙
勲
〕

掦

〔
皇
室
事
項
〕

控

〔
官
庁
報
告
〕

官
庁
事
項

登
録
漁
ろ
う
操
船
講
習
の
登
録
に
関
す
る
公

示
（
国
土
交
通
省
）

控

登
録
漁
ろ
う
操
船
講
習
管
理
者
等
の
研
修
等

に
関
す
る
公
示
（
同
）

国
家
試
験

令
和
八
年
度
衆
議
院
事
務
局
職
員
採
用
試
験

公
告
（
衆
議
院
事
務
局
）

控

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

日
本
国
に
帰
化
を
許
可
す
る
件

（
法
務
省
告
示
配
一
九
）

推

〔
公

告
〕

諸

事

項

裁
判
所

相
続
、
公
示
催
告
、
失
踪
、
破
産
、
再
生

関
係

掠
掟

会
社
そ
の
他

採
接

〔
省

令
〕

〇
船
員
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る

省
令
（
国
土
交
通
七
）

採

〇
防
衛
省
が
行
う
飛
行
場
及
び
そ
の
施
設
の

設
置
又
は
変
更
の
事
業
に
係
る
計
画
段
階

配
慮
事
項
に
係
る
調
査
、
予
測
及
び
評
価

に
関
す
る
指
針
、
環
境
影
響
評
価
の
項
目

並
び
に
当
該
項
目
に
係
る
調
査
、
予
測
及

び
評
価
を
合
理
的
に
行
う
た
め
の
手
法
を

選
定
す
る
た
め
の
指
針
、
環
境
の
保
全
の

た
め
の
措
置
に
関
す
る
指
針
等
を
定
め
る

省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
防
衛
一
）

探

〔
法
規
的
告
示
〕

〇
食
品
、
添
加
物
等
の
規
格
基
準
の
一
部
を

改
正
す
る
告
示
の
一
部
を
改
正
す
る
告
示

（
内
閣
府
五
）

探

〇
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
第
二
十
六
条
の

二
十
七
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚

生
労
働
大
臣
が
定
め
る
健
康
の
保
持
増
進

及
び
疾
病
の
予
防
へ
の
取
組
の
一
部
を
改

正
す
る
件
（
厚
生
労
働
三
一
）

〇
道
路
に
関
す
る
件

（
関
東
地
方
整
備
局
二
三
、
二
四
）

接

〇
都
市
計
画
に
関
す
る
件

（
中
国
地
方
整
備
局
一
三
）

掦

〇
道
路
に
関
す
る
件
（
同
一
四
）

〔
人
事
異
動
〕

国
家
公
安
委
員
会

警
察
庁

掦

 



二

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八

号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
行
わ
れ
る

予
防
接
種
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
定
期
接
種
」

と
い
う
。
）又
は
急
性
呼
吸
器
感
染
症
に
関
す
る
特

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

定
感
染
症
予
防
指
針
（
令
和
七
年
厚
生
労
働
省
告

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

示
第
二
百
九
十
六
号
）
第
七
の
一
の
１

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

の
規
定
に

よ
り
推
進
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
第
二
条
第
三

項
第
一
号
に
掲
げ
る
疾
病
に
係
る
予
防
接
種
（
定

期
接
種
を
除
く
。
）

二

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
六
十
八

号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
行
わ
れ
る

予
防
接
種
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
定
期
接
種
」

と
い
う
。
）
又
は
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
に
関
す
る
特
定

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

感
染
症
予
防
指
針
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
告
示
第

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

二
百
四
十
七
号
）
第
二
の
二

娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣
娣

の
規
定
に
よ
り
推
進

す
る
こ
と
と
さ
れ
る
同
法
第
二
条
第
三
項
第
一
号

に
掲
げ
る
疾
病
に
係
る
予
防
接
種
（
定
期
接
種
を

除
く
。
）

三
〜
五

（
略
）

三
〜
五

（
略
）

そ

の

他

告

示

名

称

自
由
民
主
党
本
部
周
辺
地
域

期

間

令
和
八
年
二
月
十
七
日
か
ら
令
和
九
年
二
月
十
六
日
ま
で

地

域

東
京
都
千
代
田
区

平
河
町
一
丁
目
（
五
番
及
び
六
番
に
限
る
。）

平
河
町
二
丁
目

紀
尾
井
町
（
一
番
か
ら
三
番
ま
で
に
限
る
。）

側
端
の
一
方
の
み
が
右
の
区
域
に
含
ま
れ
る
道
路
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五

号
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
道
路
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
区
間
の
う
ち
当
該
区
域

に
含
ま
れ
な
い
道
路
の
部
分
及
び
側
端
の
少
な
く
と
も
一
方
が
右
の
区
域
に
接
す
る
道
路
の
区
間

並
び
に
こ
れ
ら
の
道
路
の
区
間
に
接
す
る
交
差
点

令和  年  月   日 金曜日 第     号官 報

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
十
二
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十

五
号
）
第
三
十
六
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確

保
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
六
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
医
薬
品
を
次
の
よ
う

に
定
め
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
令
和
七
年
法
律
第
三
十
七
号
）
の
一
部
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
五
月
一
日
）
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
八
年
二
月
十
三
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
六
条
の
十
一
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
医
薬
品

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
三
十
六
条
の
十
一
第
一
項
の
規

定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
医
薬
品
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
、
そ
の
水
和
物
及
び
そ
れ
ら
の
塩
類

を
有
効
成
分
と
し
て
含
有
す
る
製
剤
と
す
る
。

一

エ
フ
ェ
ド
リ
ン
。
た
だ
し
、
外
用
剤
を
除
く
。

二

コ
デ
イ
ン
。
た
だ
し
、
外
用
剤
を
除
く
。

三

ジ
ヒ
ド
ロ
コ
デ
イ
ン
。
た
だ
し
、
外
用
剤
を
除
く
。

四

ジ
フ
ェ
ン
ヒ
ド
ラ
ミ
ン
。
た
だ
し
、
外
用
剤
を
除
く
。

五

デ
キ
ス
ト
ロ
メ
ト
ル
フ
ァ
ン
。
た
だ
し
、
外
用
剤
を
除
く
。

六

プ
ソ
イ
ド
エ
フ
ェ
ド
リ
ン
。
た
だ
し
、
外
用
剤
を
除
く
。

七

ブ
ロ
モ
バ
レ
リ
ル
尿
素
。
た
だ
し
、
外
用
剤
を
除
く
。

八

メ
チ
ル
エ
フ
ェ
ド
リ
ン
。
た
だ
し
、
外
用
剤
を
除
く
。

〇
厚
生
労
働
省
告
示
第
三
十
三
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
厚
生

省
令
第
一
号
）
第
百
五
十
九
条
の
十
八
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及

び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
百
五
十
九
条
の
十
八
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣

が
定
め
る
数
量
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法

律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
三
十
七
号
）
の
一
部
の
施
行
の
日
（
令
和
八
年
五
月
一
日
）
か
ら

適
用
す
る
。

令
和
八
年
二
月
十
三
日

厚
生
労
働
大
臣

上
野
賢
一
郎

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
百
五
十
九
条
の

十
八
の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
数
量

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
百
五
十
九
条
の
十
八

の
六
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
数
量
は
、
一
包
装
で
あ
っ
て
、
か
つ
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

医
薬
品
ご
と
に
、
当
該
医
薬
品
の
用
法
及
び
用
量
か
ら
み
て
当
該
各
号
に
掲
げ
る
日
数
分
の
数
量
を
超
え
な
い
も
の
と

す
る
。

一

エ
フ
ェ
ド
リ
ン
（
外
用
剤
を
除
く
。
）

五
日

二

コ
デ
イ
ン
（
外
用
剤
を
除
く
。
）

五
日

三

ジ
ヒ
ド
ロ
コ
デ
イ
ン
（
外
用
剤
を
除
く
。
）

五
日
。
た
だ
し
、
か
ぜ
薬
と
し
て
の
効
能
又
は
効
果
を
有
す
る
と

認
め
ら
れ
る
製
剤
に
あ
っ
て
は
七
日
。

四

ジ
フ
ェ
ン
ヒ
ド
ラ
ミ
ン
（
外
用
剤
を
除
く
。
）

五
日
。
た
だ
し
、
か
ぜ
薬
と
し
て
の
効
能
又
は
効
果
を
有
す
る

と
認
め
ら
れ
る
製
剤
に
あ
っ
て
は
七
日
。

五

デ
キ
ス
ト
ロ
メ
ト
ル
フ
ァ
ン
（
外
用
剤
を
除
く
。
）

五
日
。
た
だ
し
、
か
ぜ
薬
と
し
て
の
効
能
又
は
効
果
を
有

す
る
と
認
め
ら
れ
る
製
剤
に
あ
っ
て
は
七
日
。

六

プ
ソ
イ
ド
エ
フ
ェ
ド
リ
ン
（
外
用
剤
を
除
く
。
）

五
日
。
た
だ
し
、
か
ぜ
薬
又
は
鼻
炎
用
内
服
薬
と
し
て
の
効

能
又
は
効
果
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
製
剤
に
あ
っ
て
は
七
日
。

七

ブ
ロ
モ
バ
レ
リ
ル
尿
素
（
外
用
剤
を
除
く
。
）

五
日
。
た
だ
し
、
解
熱
鎮
痛
薬
と
し
て
の
効
能
又
は
効
果
を
有

す
る
と
認
め
ら
れ
る
製
剤
に
あ
っ
て
は
七
日
。

八

メ
チ
ル
エ
フ
ェ
ド
リ
ン
（
外
用
剤
を
除
く
。
）

五
日
。
た
だ
し
、
か
ぜ
薬
又
は
鼻
炎
用
内
服
薬
と
し
て
の
効
能

又
は
効
果
を
有
す
る
と
認
め
ら
れ
る
製
剤
に
あ
っ
て
は
七
日
。

〇
総
務
省
告
示
第
四
十
号

国
会
議
事
堂
等
周
辺
地
域
及
び
外
国
公
館
等
周
辺
地
域
の
静
穏
の
保
持
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九

十
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
衆
議
院
議
長
の
要
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
地
域

を
政
党
事
務
所
周
辺
地
域
と
し
て
指
定
す
る
。

令
和
八
年
二
月
十
三
日

総
務
大
臣

林

芳
正

〇
総
務
省
告
示
第
四
十
一
号

公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十
九
条
の
五
の
三
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次

の
と
お
り
特
定
国
外
派
遣
組
織
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す
る
。

令
和
八
年
二
月
十
三
日

総
務
大
臣

林

芳
正

一

名

称

共
同
訓
練
参
加
部
隊

二

国

外

派

遣

期

間

令
和
八
年
二
月
十
四
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
九
日
ま
で

三

派
遣
人
数
（
概
数
）

二
百
八
十
人
程
度

四

派

遣

地

域

タ
イ
王
国

 


